
流通管理の強化・契約等による保護の推進と不正な流通等の捕捉（イメージ）
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詐取等 不正に転売

流通する精液・受精卵
のストローへの表示

各流通基点で流通履歴に関する帳簿等を整備

契約等による正当な利用者の範囲の画定

✔ ストローに表示された生産情報から生産元を把握
✔ 流通履歴に関する帳簿等により流通経路をトレース
✔ 不正流出元を特定

流通管理の強化や契約等による保護を徹底するとと
もに、各地域・国が協力して在庫・利用状況等の把
握を推進

仮に不正な流通等が起きた場合でも捕捉可能性が高
まり、差止等により被害拡大の未然防止が可能に

契約等による利用目的の制限・転売禁止

不正流出？

✔ 流通する家畜人工授精用精液・受精卵のストロー
への表示義務なし

✔ どのような流通経路を辿るかが不明確
✔ 契約等による保護が不徹底
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✔ 各地域において、実情に応じた流通管理の仕組みを構築（国が適切な管理の
ための方針を示すなど、主導的に推進）

✔ 精液・受精卵の在庫・利用状況等を把握する体制の整備について、全国的な
観点から、国が主導して検討

（和牛遺伝資源の流通管理に関する検討会「中間とりまとめ」）

各地域、関係各者において、精液等の供給元は
様々、流通経路も多種多様
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